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未就学児の移動経路における点検の実施結果について 

 

１ 合同点検概要 

 昨年５月、大津市において、集団で歩道を通行中の園児らが死傷する交通事故

が発生した。このことを受け、子供が日常的に集団で移動する経路について、交

通安全の観点による関係機関との合同点検を行った。 

 

（１）実施期間 

   令和元年９月４日(水)～２６日(木) 

（２）実施施設 

ア．幼稚園（区立、私立） 

イ．認定こども園（区立、私立） 

ウ．認可保育所等（区立、私立） 

（３）参加者 

   各警察署、各道路管理者、交通対策課、土木課、庶務課、学務課、児童保育課 

（４）実施内容 

  ア．対象施設において、交通安全の観点から危険箇所を抽出 

イ．抽出箇所について、警察署及び道路管理者等の関係機関と合同点検を実施 

ウ．現地にて、状況確認及び対策内容を協議 

エ．交通安全対策を実施 

 

２ 実施結果 

（１）点検箇所及び対策箇所              （８月末現在） 

施設種別 点検箇所 
対策箇所 

 対策済 対策予定 

幼 稚 園 10 5 ３ 2 

認定こども園 9 3 0 3 

認可保育所等 106 ３6 ２4 12 

計 125 ４4 27 17 

  ※点検箇所のうち、対策箇所としなかったのは、主に以下の理由による 

   ① 保育所等の対応で、危険の解消が見込まれる箇所 

② 点検時に対策が終了している、もしくは実施中の箇所 

   ③ 現状以上の対応が非常に困難と判断された箇所 
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（２）対策内容別件数 

対策内容 
対策箇所 

 対策済 対策予定 

標識等の設置 8 4 4 

防護柵・ポールの設置 7 2 5 

反射鏡の設置 2 2  

障害物・放置自転車の撤去 6 6  

路面表示の新設・補修 5 2 3 

信号の待ち時間変更 6 6  

コインパーキング一部撤去 1 1  

交差点・道路改良工事 4 3 1 

電柱の移設 1  1 

その他（対策検討中を含む） 4 1 3 

合 計 44 27 17 

 

（３）今後の対応 

   点検の実施結果については、各施設に通知する。また、対策予定とした箇所

は、今後、関係機関と協議しながら進行管理する。 

 


